
・この冊子の内容は、平成２１年３月時点のものです。掲載されている制度は、変更される

ことがありますので、あらかじめご了承ください。

・五戸町福祉課は平成２１年４月から「福祉保健課」に名称が変わります。冊子内の問合せ

先などは新名称で表記しています。

■ 五戸町役場 〒０３９ － １５１３　五戸町字古舘２１ －１

■ 相　談　窓　口 ■

福 祉 保 健 課
　障害者手帳や各種手当の申請受付、福祉用具
や医療給付、自立支援給付の申請受付および
支給決定などを行います。

　障害基礎年金（国民年金の方）の申請受付を
行います。

住 民 課

０１７８ － ６２ － ２１１１（代表）
０１７８ － ６２ － ６３１７
soudan@town.gonohe.aomori.jp 

TEL
FAX

■ 青森県障害者相談センター 〒０３６ － ８０６５　弘前市大字西城北１丁目３ － ７

０１７２ － ３２ － ８４３７
０１７２ － ３４ － ６１６７
SSODAN@pref.aomori.lg.jp 

TEL

０１７８ － ２５ － ００５５TEL ０１７８ － ２５ － ０２３３FAX

０１７８ － ３０ － １１００TEL ０１７８ － ２５ － １３３３FAX

０１７８ － ７０ － ２０８８TEL

TEL ０１７８ － ４３ － ５７１７FAX

FAX

TEL ０１７２ － ６２ － ５５１４（日・祝・年末年始を除く９：００～１６：００）FAX

TEL ０１７ － ７２２ － ３３４３

０１７６ － ２１ － １１７３TEL ０１７６ － ２１ － １１６３FAX

０１７ － ７２２ － ３４１４FAX

FAX

０１７ － ７６４ － ２９４１（火曜、年末年始を除く１０：００～１７：００） 
０１７ － ７６４ － ２９４２

TEL
FAX

０１７ － ７７７ － ８２０１（平日９：００～１６：００）
０１７ － ７７７ － ８２０２
aoshien6@adagio.ocn.ne.jp 

TEL
FAX

■ 三八地域県民局　地域健康福祉部 〒０３９ － １１０１ 　八戸市大字尻内町字鴨田７

福 祉 総 室
三 戸 地 方（福祉事務所）

　役場窓口での申請を受け、身体障害者手帳・
愛護手帳の交付（※）、各種手当の認定などを
行います。

※手帳の交付事務は、平成２１年４月から青森県
　障害者相談センターに移管します。 

　１８歳未満の児童へ愛護手帳を交付する際の判
定を行います。また、児童についてのさまざま
な相談を受け付けています。 

　役場窓口での申請を受け、精神障害者保健福祉手
帳の交付、自立支援医療（精神通院）の認定を行い
ます。また、育成医療の申請受付、うつ病など精神
保健に関する相談や難病対策なども行っています。 

　市町村窓口で受付した補装具や自立支援医療（更生医療）の申請
が適正かどうかの判定、１８歳以上の方へ愛護手帳を交付する際の
判定などを行っています。平成２１年４月からは、市町村窓口での
申請を受け、身体障害者手帳・愛護手帳の交付も行います。 

障害者のためのなんでも相談窓口です。 

自閉症などの発達障害に関する相談を行っています。 

■ 身体障害者相談員・知的障害者相談員

　民間の協力者を県知事が相談員に委任しています。相談員は、障害者やその家族からの相談に応じ、助言や関係機関
への連絡などを行います。相談員の名簿などは随時、町の広報紙などでお知らせします。 

■ 青森県障害者社会参加推進センター「障害者１１０番」

難病に関する相談を行っています。 

障害者の消費者トラブルに関する相談を行っています。 

■ 青森県難病相談・支援センター

■ 青森県消費生活センター　青森相談室

■ 青森県発達障害者支援センター「ステップ」

■ 障害者地域活動支援センター 

　障害者とその家族、関係者などが利用でき、自立や社会復帰、社会参加などの支援活動やさまざまな相談を行います。
五戸町では、次の５つの事業所に業務を委託しています（順不同）。 

● 清　　　　　里 〒０３９ － ０８１３ 八戸市大字新井田字松山下野場７ － ９

八戸市大字新井田字出口平３２ － ２

八戸市田面木字赤坂３５ － ３５

八戸市小中野８丁目１４ － ２４

十和田市西２３番町５ － ５

〒０３１ － ０８１３

〒０３９ － １１０４

〒０３１ － ０８０２

〒０３４ － ００８９

● ベル・エポック

● 青　　明　　舎

● ハートステーション

● アセンドハウス

こども相談総室
八 戸 児 童（相　談　所）

保 健 総 室
（八戸保健所）

０１７８ － ２７ － ５１１１（代表）
０１７８ － ２７ － ４５０９

０１７８ － ２７ － ２２７１
０１７８ － ２７ － ２６２７

SA － FUKUSHI@pref.aomori.lg.jp 

TEL
FAX

TEL
FAX

０１７８ － ２７ － ５１１１（代表）
０１７８ － ２７ － １５９４

TEL
FAX
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障害者を支援す る福祉のしくみ 

障害福祉サービス　→３～６ページ

●居宅介護（ホームヘルプ）　●重度訪問介護

●重度障害者等包括支援　　●行動援護

●短期入所（ショートステイ）　●生活介護

●療養介護　　　　　　　　●児童デイサービス

●共同生活介護（ケアホーム）　●施設入所支援

●自立訓練（機能訓練・生活訓練）　●就労移行支援

●共同生活援助（グループホーム）　●就労継続支援

障害者手帳の交付

●身体障害者手帳

●愛護手帳（療育手帳）

●精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療
→８ページ

●育成医療

●精神通院

手当等の支給　→７ページ

●特別障害者手当　●障害児福祉手当 

●児童扶養手当　　●特別児童扶養手当

●心身障害者扶養共済

難病対策　→８ページ

●特定疾患医療費の助成

●小児慢性特定疾患医療費の助成 

都道府県税の減免　→１１ページ

●自動車税の減免　　●自動車取得税の減免

●事業税の減免

●ＮＨＫ放送受信料の免除

→１２ページ

●高速道路・有料道路の通行料金の割引

→１３ページ

●携帯電話料金の割引

●ＮＴＴの無料番号案内
　　→１２ページ

●交通機関の運賃割引　　　
→１３ページ

●駐車禁止の除外 

地域生活支援事業

●日常生活用具の給付・レンタル　→９・１０ページ

●移動支援（車両移送）

●運転免許取得費の助成　　　　→１３ページ

●自動車改造費の助成

●地域活動支援センター

●相談支援

●コミュニケーション支援　　　→１４ページ

●日中一時支援

●職親

●就職支度金の支給

補装具の交付・修理
→９ページ

重度心身障害者
医療費の助成
→８ページ

市町村税の減免など
→１１ページ

●軽自動車税の減免

●住民税（障害者控除など）

自立支援医療
→８ページ

●更生医療

市町村

国税の減免など
→１１ページ

●所得税
　（障害者控除など）

●贈与税・相続税など

障害年金
→７ページ

　●障害基礎年金
 

　●障害厚生年金

国

　体の不自由な方が対象です。「手帳不要」と表示のあるものを除き、制度を利用
するには「身体障害者手帳」の取得が必要です。

　知的障害を有する方が対象です。「手帳不要」と表示のあるものを除き、制度を
利用するには「愛護手帳（療育手帳）」の取得が必要です。

　精神障害を有する方が対象です。「手帳不要」と表示のあるものを除き、制度を
利用するには「精神障害者保健福祉手帳」の取得が必要です。 

３ページからの各制度の説明には、対象となる方を次のマークで表示しています。

身体

知的

精神

都道府県

市町村窓口で手続き 

その他の公共機関・民間企業など

市町村窓口   で手続き 

市町村窓口で
手続き 

自立支援給付

しょくおや
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サービス名 サービス内容

居宅介護
（ホームヘルプ）

給付の種類

介護給付
入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる
介護サービスを行います。

重度訪問介護 介護給付 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な方に、自宅での
介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

行動援護 介護給付
知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の
必要な方に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険
回避のための援護などを行います。

重度障害者等包括支援 介護給付
常に介護を必要とする方のなかでも介護の必要性がとても
高い方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供
します。

短期入所
（ショートステイ）

介護給付
自宅で介護を行う方が病気の場合などに、短期の入所による
入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

サービス名 サービス内容

生活介護

給付の種類

介護給付

常に介護を必要とする方に、おもに日中に障害者支援施設
などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、
生産活動の機会の提供などを行います。
※18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

療養介護 介護給付
病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、
看護、介護、日常生活上の援助などを行います。
※18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

自立訓練
（機能訓練・生活訓練） 訓練等給付

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能
力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労移行支援 訓練等給付
就労を希望する方に、就労に必要な知識や能力の向上のための
訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援
（雇用型・非雇用型） 訓練等給付

一般企業等で雇用されることが困難な方に、働く場の提供や、
就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

児童デイサービス 介護給付
障害児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な
動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。

サービス名 サービス内容

共同生活援助
（グループホーム）

給付の種類

訓練等給付
知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場に
おいて、相談や日常生活上の援助を行います。

共同生活介護
（ケアホーム）

介護給付
知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場に
おいて、入浴や排せつ、食事の介護などを行います（基本的
に18歳以上の方を対象としています）。

施設入所支援 介護給付

介護が必要な方や通所が困難な方で、自立訓練または就労
移行支援のサービスを利用している方に対して居住の場を
提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。
※18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。

　介護保険制度によりサービスが受けられる方は、基本的には介護保険によるサービスを優先し
て利用していただきます。
　その他の制度（労災保険制度や厚生年金保険制度など）で障害福祉制度と同じサービスが受け
られる場合についても、同様となります。

■介護保険に該当する方
　●65歳以上の方
　●40歳以上で、介護保険法に定める「特定疾病」により介護が必要な状態になった方

介護保険の特定疾病の種類
○筋萎縮性側索硬化症　○後縦靱帯骨化症　○骨折を伴う骨粗しょう症　○多系統萎縮症
○初老期における認知症　○脊髄小脳変性症　○脊柱管狭窄症　○早老症　
○糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症　○脳血管疾患　
○進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病　○閉塞性動脈硬化症
○関節リウマチ　○慢性閉塞性肺疾患
○両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症　
○がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に

至ったと判断したものに限る。）

●問合せ　役場介護保険課

介護保険制度等との関係

手帳不要
身体 精神

手帳不要
知的
手帳不要

3 4

障害福祉サービス
　日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける
「訓練等給付」があります。
　家庭などで利用できる「訪問系サービス」、施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、
施設に入所して利用できる「居住系サービス」に分けられます。
※訓練等給付は、基本的に１８歳以上の障害者を対象としています。

■ 訪問系サービス

■ 日中活動系サービス

■ 居住系サービス



サービス名 サービス内容

居宅介護
（ホームヘルプ）

給付の種類
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入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる
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行動援護 介護給付
知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の
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サービス名 サービス内容

生活介護

給付の種類

介護給付

常に介護を必要とする方に、おもに日中に障害者支援施設
などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、
生産活動の機会の提供などを行います。
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サービス名 サービス内容
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給付の種類
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「訓練等給付」があります。
　家庭などで利用できる「訪問系サービス」、施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、
施設に入所して利用できる「居住系サービス」に分けられます。
※訓練等給付は、基本的に１８歳以上の障害者を対象としています。

■ 訪問系サービス

■ 日中活動系サービス

■ 居住系サービス
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2
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4

5
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区分 上限額（月額）

生活保護

対象となる人

生活保護世帯の方 ０円・自己負担なし

低所得１ 市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の方 15,000円

低所得２ 市町村民税非課税世帯で低所得１に該当しない方 24,600円

一　　般 市町村民税課税世帯の方 37,200円

所得区分

低所得１

負担上限額（月額）

1,500円

低所得２ 居宅サービス　3,000円／通所サービスのみ（短期入所を併用する場合を含む）1,500円

一般（所得割16万円未満※） 9,300円

所得区分

低所得１

負担上限額（月額）

居宅・通所サービス　1,500円／入所サービス　3,500円

低所得２ 通所サービス　1,500円／居宅サービス　3,000円／入所サービス　6,000円

一般（所得割28万円未満） 居宅・通所サービス　4,600円／入所サービス　9,300円

サービスにかかる費用

自己負担

国（50％） 都道府県（25％）

市町村（25％）
1割

9割

5 6

■ サービスを利用したときの費用
　サービスを利用したら、費用の１割を支払います。
ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に
応じて支払う費用の上限が決められています。

q利用者負担の上限額
　所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。また、所得が低い
場合は負担がさらに軽減されます。

●１８歳以上の障害者（施設入所の１８・１９歳を除く）の場合は「本人および配偶者」、障害児
（施設入所の１８・１９歳を含む）の場合は「保護者の属する世帯」の収入などで判断します。

●同じ世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、介護保険のサービスを併せて利用して
いる方がいる場合は、合算した額が上記の上限額を超えた分が「高額障害福祉サービス費」として
支給されます。

●入所施設やグループホームを利用している低所得者のうち預貯金等が一定額以下の方には、個別の
減免などの利用者負担の軽減措置があります。

●利用者負担のために生活保護の対象となる場合は、負担が軽減されます。

w施設でサービスを利用したとき
　施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。
※施設入所者で生活保護、低所得１、低所得２の方は、自己負担が重くなりすぎないよう、申請に

より負担が軽減される場合があります。

e利用者負担の軽減措置

●居宅・通所サービスの利用者負担の軽減
　低所得１、低所得２、一般（市町村民税所得割１６万円未満）の区分の方で資産などの要件を
満たす方は、利用者負担の軽減措置により負担上限額が軽減されます。

※本人と配偶者の市町村民税所得割額の合計額

●障害児がいる世帯の利用者負担の軽減
　市町村民税所得割２８万円未満で資産などの要件を満たす場合は、所得区分に応じて利用者負担
の軽減措置により負担上限額が軽減されます。

■ 障害福祉サービスの利用のしかた
　障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。町や相談支援
事業者がお手伝いしますので、まずは役場福祉保健課か相談支援事業者にご相談ください。

　 相談・申請
町または相談支援事業者*に相談します。サービスが必要な場合は役場福祉保健課に申請します。
*相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の
相談や申請をするときの支援などを行います。

　 調査
障害者または障害児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

　 審査・判定
調査の結果および医師の診断結果をもとに、市町村審査会で審査・判定が行われ、どのくらい
サービスが必要な状態か（障害程度区分）が決められます。

 　決定（認定）・通知
障害程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、
「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
※受給者証には、サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので大切に扱いま

しょう。
※認定結果に満足できないときには、県に申し立てをすることができます。

 　事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
※サービス利用に関して支援を必要とする方は、相談支援事業者にサービス利用計画の作成を

依頼できます。（作成費は無料です。）

 　サービスの利用開始
受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担（１割）を支払います。
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視覚

区分 対象となる医療の一例　　【　】は原因疾病等

角膜移植術【角膜混濁】、水晶体摘出術【白内障】、網膜剥離手術【網膜剥離】

形成術【外耳性難聴】、穿孔閉鎖術【鼓膜穿孔】

薬物・暗示療法による治療【精神的ショック等により生じた機能性言語障害】、

形成術【外傷性または手術後に生じた発音構語障害】

理学療法・作業療法【マヒ障害】、関節授動術・関節形成術・人工関節置換術【関節拘縮・関節強直】、

切断端形成術【義肢装具のため】

ペースメーカー移植術【後天性心疾患】、心臓移植術

人工透析療法（血液透析・腹膜透析）【腎機能全廃】、腎移植術

中心静脈栄養法【小腸機能全廃】

抗ＨＩＶ療法・免疫調節療法【ＨＩＶ感染症】

聴覚

言語

肢体

心臓

腎臓

小腸

免疫

種　　類 金　　額 種　　類 金　　額

特 別 障 害 者 手 当 月額　　　　　26,440円
特別児童扶養手当

重度障害児　月額　  50,750円

障 害 児 福 祉 手 当 月額　　　　　14,380円 中度障害児　月額　  33,800円

子供１人 障 害 基 礎 年 金 １級　年額　990,100円

児 童 扶 養 手 当 子供２人 （国民年金の方） ２級　年額　792,100円

子供３人以上 心身障害者扶養共済 １口　月額　  20,000円

月額　　最高　41,720円

月額　5,000円を加算

月額　１人につき3,000円を加算

身体

身体

知的 精神精神
手帳不要
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手当・年金等
■ 特別障害者手当

　２０歳以上であって、著しく重度の障害の状態にあり、日常生活において常時特別の介護を要する
在宅の方（例：身体障害…両上下肢機能の著しい障害など、知的障害…愛護手帳Ａ程度）に対し、
負担軽減と福祉向上を図るため手当を支給します。
　ただし、障害者施設や養護老人ホームなどに入所している、病院や老人保健施設などに継続して
３か月を超えて入院・入所している、一定の所得を超える場合は受給できません。
●窓口　役場福祉保健課

■ 障害児福祉手当
　２０歳未満であって、日常生活において常時介護を要する在宅の障害児に対し、負担軽減と福祉
向上を図るため手当を本人に支給します。
　ただし、障害児（者）施設に入所している、障害を事由とする公的年金等を受けている、一定の
所得を超える場合は受給できません。
●窓口　役場福祉保健課

■ 児童扶養手当
　父が一定の障害の状態にあり、母が１８歳未満の児童を監護する場合、その母に手当を支給します。
ただし、児童が施設に入所している、一定の所得を超える、障害を事由とする公的年金等を受けて
いるなどの場合には受給できません。
●窓口　役場福祉保健課

■ 特別児童扶養手当
　心身に障害を有する２０歳未満の児童を監護および養育している父母などに手当を支給します。
ただし、児童が施設に入所している、障害を事由とする公的年金等を受けているなどの場合には受給
できません。
●窓口　役場福祉保健課

■ 障害年金
　２０歳以上で一定の障害の状態にある方に年金を支給します。保険料を一定期間以上納めている
必要があり、また、６５歳到達前に請求が必要です。基本的に、障害の原因となった病気やけがの
初診日から、１年６か月経過した時点で認定となります。
　なお、２０歳前に一定の障害の状態になった方は、２０歳になると請求することができます。
●窓口　・国民年金の方………役場住民課
　　　　・厚生年金などの方…社会保険事務所または各共済組合などの窓口

■ 心身障害者扶養共済
　一定の障害の状態にある障害児（者）の保護者が丈夫なうちに加入し、保護者が万一死亡または
重度障害の状態になったとき、障害児（者）に対し年金を給付します。
●窓口　役場福祉保健課

医　療
■ 重度心身障害者医療費の助成

　重度の心身障害者（児）に対し医療費の助成を行います。保険証を使って病院などで診療などを
受けた際の自己負担分が助成対象です。（入院時の食事療養費や保険適用外のものは除く）
●対象　６５歳になる前に、次の①～③いずれかに該当する障害者手帳の交付を受けた方
　　　　①身体障害者手帳１～２級（内部障害は１～３級）　②愛護手帳Ａ　③精神障害者保健福祉手帳１級

※世帯の所得状況などにより、一部自己負担または対象外となる場合があります。
●窓口　役場福祉保健課

■ 自立支援医療費の助成
　障害者の障害程度を軽くしたり、障害を取り除いて日常生活や職業能力を高めるために必要な医療
を県の指定する医療機関などで受ける場合に、窓口負担を１割に軽減する制度です。

※所得状況などにより、１か月の負担上限額が設けられます。また、対象外となる場合があります。
※医療を受ける前の事前申請が必要です。
※有効期間は最長１年間で、医療を継続する場合には、更新手続きが必要です。

q更生医療
●対象　身体障害者手帳をお持ちの１８歳以上の方が対象医療を受ける場合。
　　　　※手帳交付申請と同時申請できます。

●窓口　役場福祉保健課

w精神通院
●対象　精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状のある方の通院医療費。
　　　　院外処方、精神科デイ・ケア、訪問看護も対象となります。
●窓口　役場福祉保健課

e育成医療
●対象　１８歳未満であって、身体に障害のある児童や、放置すると将来障害を残すと認められる
　　　　疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待
　　　　できるもの。
●窓口　三八地域県民局　地域健康福祉部　保健総室（八戸保健所）

■ 特定疾患・小児慢性特定疾患の医療費助成
　国が指定する難病のうち、パーキンソン病など特定疾患患者の治療費を助成します。
●窓口　三八地域県民局　地域健康福祉部　保健総室（八戸保健所）

手当・年金等の支給額
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を県の指定する医療機関などで受ける場合に、窓口負担を１割に軽減する制度です。
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※有効期間は最長１年間で、医療を継続する場合には、更新手続きが必要です。
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●対象　身体障害者手帳をお持ちの１８歳以上の方が対象医療を受ける場合。
　　　　※手帳交付申請と同時申請できます。
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●対象　精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状のある方の通院医療費。
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e育成医療
●対象　１８歳未満であって、身体に障害のある児童や、放置すると将来障害を残すと認められる
　　　　疾患がある児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待
　　　　できるもの。
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■ 特定疾患・小児慢性特定疾患の医療費助成
　国が指定する難病のうち、パーキンソン病など特定疾患患者の治療費を助成します。
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対 象 と な る 障 害

視 覚 障 害

聴 覚 障 害

肢 体 不 自 由

18歳未満の児童

音声言語障害かつ
重 度 肢 体 不 自 由

補装具の種目

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

補聴器

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ（一本つえを除く）

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

重度障害者用意思伝達装置

区分

介
護
・
訓
練
支
援
用
具

自
立
生
活
支
援
用
具

種目および対象者

■特殊寝台
下肢または体幹機能障害１～２級の方

■特殊マット／特殊尿器
下肢または体幹機能障害１級で、常時介護を要す
る方

■入浴担架／体位変換器／移動用リフト
下肢または体幹機能障害１～２級で、他人の介助
を要する方

■入浴補助用具／便器
下肢または体幹機能障害１～２級で、他人の介助
を要する方

■Ｔ字状・棒状のつえ／移動・移乗支援用具
平衡、下肢、体幹機能障害のいずれかを有する方

■特殊便器
・愛護手帳Ａで、訓練を行っても自ら排便後の

処理が困難な方
・上肢機能障害１～２級、原則として小学生以上

の方

■訓練いす
下肢または体幹機能障害１～２級、原則として
３歳以上18歳未満の児童

■訓練用ベッド
下肢または体幹機能障害１～２級、原則として
小学生以上18歳未満の児童

■頭部保護帽
・平衡、下肢、体幹機能障害のいずれかを有する方
・てんかんの発作などにより頻繁に転倒する知的

障害児（者）、精神障害者

■火災警報器／自動消火器
障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が
困難な方

■電磁調理器／歩行時間延長信号機用小型送信機
　視覚障害１～２級、原則として小学生以上の方

■聴覚障害者用屋内信号装置
　聴覚障害１～２級の方

区分

在
宅
療
養
等

支
援
用
具

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具

住
宅
改
修
費

排
泄
管
理
支
援
用
具

種目および対象者

■透析液加温器
　腎臓機能障害１～３級の方

■ネブライザー（吸入器）／電気式たん吸引器
　呼吸器機能障害１～３級などの方

■携帯用会話補助装置
音声言語機能障害または肢体不自由者であって、
発声発語に著しい障害を有する方

■情報・通信支援用具
　上肢機能障害または視覚障害者

■点字ディスプレイ
　視覚障害と聴覚障害が重複している方

■点字器／点字タイプライター／視覚障害者用ポー
タブルレコーダー（録音再生、再生専用）／視覚
障害者用活字文書読上げ装置／視覚障害者用拡大
読書器／盲人用時計（触読、音声）

　視覚障害１～２級の方

■人工喉頭
　喉頭摘出者

■点字図書
　点字によって情報を得ている視覚障害者

■ストマ用装具（蓄尿袋、蓄便袋）　　　　　　　　　■収尿器
　ストマ（人工肛門・人工ぼうこう）造設者　　　　　　高度の排尿機能障害

■紙おむつ等（紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品）
３歳以上であって次のいずれかに該当する方
・ストマ造設者のうち、ストマ周辺の皮膚の著しいびらん（治療によって軽快の見込みがないもの）や

ストマの変形のため、ストマ用装具を装着することができない方
・先天性疾患（先天性鎖肛を除く）に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便

機能障害のある方
・先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方
・脳性麻痺などの脳原性運動機能障害により排尿または排便の意思表示が困難な方

■居宅生活動作補助用具（手すり、段差解消、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への取り替えなど）
下肢、体幹機能障害または乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る）を有する
身体障害１～３級の方（ただし、特殊便器への取り替えは上肢障害１～２級の方）

■酸素ボンベ運搬車
　在宅酸素療法者

■盲人用体温計（音声式）／盲人用体重計
　視覚障害１～２級の方

■聴覚障害者用通信装置
聴覚障害者または発声・発語に著しい障害を有す
る方であって、コミュニケーション、緊急連絡
などの手段として必要と認められる方

■聴覚障害者用情報受信装置
聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴
が可能になる方

■福祉電話（レンタル）
聴覚障害者または外出困難な身体障害者（原則と
して１～２級）であって、コミュニケーション、
緊急連絡などの手段として必要性があると認めら
れる方（障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯）

■ファックス（レンタル）
聴覚または音声言語機能障害１～３級であって、
コミュニケーション、緊急連絡などの手段として
認められる方（電話によるコミュニケーションな
どが困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる
世帯）

■治療用の補装具
　治療用として医師が診断した補装具は、健康保険（国保、社保など）の扱いになります。
■労災保険・介護保険

　労災保険や介護保険にも福祉用具を支給・レンタルする制度があります。これらの制度は
障害者制度よりも優先されるため、労災保険や介護保険で福祉用具の支給を受けることができ
る方に対しては、基本的に障害者制度で同じ種目の用具を支給できません。
■難病患者等

　国が指定する難病のうち、特定疾患患者に対する用具支給の制度です。障害者制度や介護
保険など、他の制度で支給を受けられない方が対象です。

他制度との関係

身体

身体 知的 精神
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福祉用具
■ 補装具の交付・修理

　失われた身体の一部や損傷のある身体機能を補う用具（補装具）の交付および修理を行います。
利用者負担額は、購入・修理費用の原則１割です。（月額負担上限あり。５ページ①参照）

　※歩行補助つえ・電動車いすを除き、医師の意見書が必要です。電動車いすについては、実地判定（試乗調査）を
要します。

●窓口　役場福祉保健課

■ 日常生活用具の給付・レンタル
　重度の障害のある方に対し、日常生活の便宜を図るため、次の用具を給付またはレンタルします。
利用者負担額は、購入・レンタル費用の原則１割です。（月額負担上限あり。５ページ①参照）
　※費用が、種目毎に定められた基準額を超える場合、超過分は全額自己負担となります。

●窓口　役場福祉保健課
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身体障害者手帳１～２級、愛護手帳Ａ、

精神障害者保健福祉手帳１級など

特別障害者控除

上記以外の障害者手帳所持者など 障害者控除

40万円

配偶者・扶養控除額に
35万円加算

特 別 障 害 者 で あ る 控 除 対 象
配偶者・扶養親族と同居の場合

27万円

対象 控除の種類 控除額（所得税）

障害者手帳（身体、愛護、精神）をお持ちの方がいる町民税非課税世帯 全額

契約者が重度の障害者（身体１～２級、愛護Ａ、精神１級）で世帯主
半額

契約者が視覚障害者または聴覚障害者で世帯主

対象世帯 免除額

手当・
年金等

福祉用具

税　金

移動・
交通

公共料金
等の割引

障害福祉
サービス

医　療

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

11 12

税　金
■ 所得税・住民税

q障害者控除
　納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合、障害者控除を所得金額から差し
引くことができます。サラリーマンなどの方は年末調整の際に、自営業などの方は確定申告の際に、
申告書に必要事項を記入することにより、控除を受けられます。

　※住民税は控除額が異なります。

●問合せ　八戸税務署、役場税務課

w医療費控除
　日常生活用具（９～１０ページ参照）のストマ用装具や紙おむつ（傷病によりおおむね６か月以上
にわたり寝たきりの状態にある場合）の利用者負担額は、医療費控除の対象となります。ただし、
それぞれ医師が記載した「ストマ用装具使用証明書」「おむつ使用証明書」が必要です。
●問合せ　八戸税務署、役場税務課

e住民税の非課税
　本人が上記①の障害者控除を受けており、合計所得金額が１２５万円以下の場合、住民税が非課税
となります。
●問合せ　役場税務課

■ 自動車税・自動車取得税の減免
　障害者手帳をお持ちの方、または生計を一にする家族などが所有する自家用自動車の自動車税
（障害者１人につき１台まで）および自動車取得税を減免します。

※障害の程度や自動車の使用状況により、対象外となる場合があります。
※障害者本人以外が所有または運転する場合は、事前に役場福祉保健課で「生計同一証明書」また

は「常時介護証明書」の交付を受け、添付する必要があります。
●窓口　三八地域県民局　県税部　TEL0178-27-5111（代表）

■ 軽自動車税の減免
　障害者手帳をお持ちの方、または生計を一にする家族などが所有する自家用軽自動車の軽自動車税
（障害者１人につき１台まで）を減免します。ただし、自動車税の減免を受ける方は対象外です。
●窓口　役場税務課

■ その他の税の減免
■事業税…重度の視覚障害者があんま、マッサージ、はり、きゅうなどの事業を行う場合、事業税が
　　　　　非課税
■贈与税…特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権のうち、
　　　　　６，０００万円までの部分は贈与税が非課税
■相続税…７０歳未満の障害者が相続により財産を取得した場合、相続税から一定額を控除
■利子等の非課税…元利合計一定額まで預貯金の利子等にかかる所得税･住民税利子割が非課税

公共料金等の割引
■ ＮＨＫ放送受信料の免除

　障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で一定の要件を満たす場合、ＮＨＫ放送受信料が免除されます。

●窓口　役場福祉保健課

■ 携帯電話料金の割引
　各電話会社に障害者手帳所持者への割引があります。ただし、他の割引やサービスと併用ができな
い場合もあります。
●問合せ　　　　　　  加入ケータイから　　 　一般電話から
　　　　・ドコモ　 …（局番なし）151　　　　0120-800-000
　　　　・ａｕ　　 …（局番なし）157　　　　0077-  7  -111
　　　　・ソフトバンク  …（局番なし）157　　　　0088-240-157

■ ＮＴＴの無料番号案内「ふれあい案内」
　電話帳の利用が困難な視覚障害者や重度の上肢不自由者、知的障害者、精神障害者を対象に
「１０４番」の番号案内を無料で行います。事前に登録が必要です。
●対象　①身体障害者手帳をお持ちの方のうち、視覚障害（等級は問いません）、上肢１～２級、
　　　　　体幹１～２級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害１～２級の方
　　　　②愛護手帳をお持ちの方
　　　　③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
●問合せ　70120-104174



身体障害者手帳１～２級、愛護手帳Ａ、

精神障害者保健福祉手帳１級など

特別障害者控除

上記以外の障害者手帳所持者など 障害者控除

40万円

配偶者・扶養控除額に
35万円加算

特 別 障 害 者 で あ る 控 除 対 象
配偶者・扶養親族と同居の場合

27万円

対象 控除の種類 控除額（所得税）

障害者手帳（身体、愛護、精神）をお持ちの方がいる町民税非課税世帯 全額

契約者が重度の障害者（身体１～２級、愛護Ａ、精神１級）で世帯主
半額

契約者が視覚障害者または聴覚障害者で世帯主

対象世帯 免除額

手当・
年金等

福祉用具

税　金

移動・
交通

公共料金
等の割引

障害福祉
サービス

医　療

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

身体 知的 精神

11 12

税　金
■ 所得税・住民税

q障害者控除
　納税者本人または控除対象配偶者・扶養親族が障害者である場合、障害者控除を所得金額から差し
引くことができます。サラリーマンなどの方は年末調整の際に、自営業などの方は確定申告の際に、
申告書に必要事項を記入することにより、控除を受けられます。

　※住民税は控除額が異なります。

●問合せ　八戸税務署、役場税務課

w医療費控除
　日常生活用具（９～１０ページ参照）のストマ用装具や紙おむつ（傷病によりおおむね６か月以上
にわたり寝たきりの状態にある場合）の利用者負担額は、医療費控除の対象となります。ただし、
それぞれ医師が記載した「ストマ用装具使用証明書」「おむつ使用証明書」が必要です。
●問合せ　八戸税務署、役場税務課

e住民税の非課税
　本人が上記①の障害者控除を受けており、合計所得金額が１２５万円以下の場合、住民税が非課税
となります。
●問合せ　役場税務課

■ 自動車税・自動車取得税の減免
　障害者手帳をお持ちの方、または生計を一にする家族などが所有する自家用自動車の自動車税
（障害者１人につき１台まで）および自動車取得税を減免します。

※障害の程度や自動車の使用状況により、対象外となる場合があります。
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は「常時介護証明書」の交付を受け、添付する必要があります。
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　障害者手帳をお持ちの方、または生計を一にする家族などが所有する自家用軽自動車の軽自動車税
（障害者１人につき１台まで）を減免します。ただし、自動車税の減免を受ける方は対象外です。
●窓口　役場税務課
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　　　　　非課税
■贈与税…特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権のうち、
　　　　　６，０００万円までの部分は贈与税が非課税
■相続税…７０歳未満の障害者が相続により財産を取得した場合、相続税から一定額を控除
■利子等の非課税…元利合計一定額まで預貯金の利子等にかかる所得税･住民税利子割が非課税

公共料金等の割引
■ ＮＨＫ放送受信料の免除

　障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で一定の要件を満たす場合、ＮＨＫ放送受信料が免除されます。

●窓口　役場福祉保健課
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　各電話会社に障害者手帳所持者への割引があります。ただし、他の割引やサービスと併用ができな
い場合もあります。
●問合せ　　　　　　  加入ケータイから　　 　一般電話から
　　　　・ドコモ　 …（局番なし）151　　　　0120-800-000
　　　　・ａｕ　　 …（局番なし）157　　　　0077-  7  -111
　　　　・ソフトバンク  …（局番なし）157　　　　0088-240-157

■ ＮＴＴの無料番号案内「ふれあい案内」
　電話帳の利用が困難な視覚障害者や重度の上肢不自由者、知的障害者、精神障害者を対象に
「１０４番」の番号案内を無料で行います。事前に登録が必要です。
●対象　①身体障害者手帳をお持ちの方のうち、視覚障害（等級は問いません）、上肢１～２級、
　　　　　体幹１～２級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害１～２級の方
　　　　②愛護手帳をお持ちの方
　　　　③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
●問合せ　70120-104174



身体 知的 精神

交通機関の種別 割引方法 割引率

鉄道旅客運賃（ＪＲ・私鉄） 乗車券販売窓口（みどりの窓口など）で手帳を提示 ５割引
（定期券は３割引）路線バス 利用の際に手帳を提示

タクシー 利用の際に手帳を提示 １割引

航空旅客運賃（国内） 航空券販売窓口に手帳を提示 航空会社により異なる

身体 知的 精神

身体 知的

身体 知的 精神

身体

身体

知的

知的

精神

身体

身体

知的 精神

精神
手帳不要

知的
手帳不要

身体
手帳不要

身体

身体

知的 精神
手帳不要
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移動・交通
■ 交通機関の運賃割引

　障害者手帳の交付を受けた方が交通機関を利用する際の運賃等を割引します。

●対象　手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が
　　　　①第１種の方…本人および介護者１人　
　　　　②第２種の方…本人のみ（１２歳未満の方は、本人および介護者１人）
●窓口　各交通機関の窓口

■ 高速道路・有料道路の通行料金の割引
　障害者の移動のために高速道路や有料道路を利用する際、半額の割引を受けられます。本人または
家族などが所有する車両１台を事前に登録する必要があります。ＥＴＣも利用できます。
●対象　①「身体」障害者手帳をお持ちの方が運転する場合
　　　　②重度の心身障害者（身体・愛護の第１種）を乗せて、介護者が運転する場合
●窓口　役場福祉保健課

■ 移動支援（車両移送）
　車いすやストレッチャーのまま乗降できる福祉車両により、自宅と医療機関などの移動を支援します。
●対象　障害者手帳をお持ちの方で、屋外において単独での歩行が困難な方。
　　　　ただし、障害者施設や介護保険施設などへ入所している方は利用できません。
●窓口　役場福祉保健課

■ 運転免許取得費の助成
　障害者手帳をお持ちの方が、就労など社会参加のために普通自動車免許を取得した際、経費の一部
を助成します。
●窓口　役場福祉保健課

■ 自動車改造費の助成
　身体障害者手帳をお持ちの方が、就労など社会参加のため自ら所有し運転する自動車の操向装置や
駆動装置などを改造する場合に、経費の一部を助成します。
●窓口　役場福祉保健課

■ 駐車禁止の除外
　身体障害者などで、用務先の直近に駐車しなければ徒歩での移動が困難と認められる方に標章を
交付し、公安委員会による駐車禁止規制の適用を除外します。（法定禁止区域内を除く）
●対象　①身体障害者手帳（障害の程度により対象外となる場合があります。）
　　　　②愛護手帳Ａ　③精神障害者保健福祉手帳１級
　　　　※申請料がかかります。
●窓口　五戸町社会福祉協議会　TEL0178-62-2547

その他の各種制度
■ 障害者地域活動支援センター

　地域で生活する障害者がくつろげる場所です。障害者手帳の交付を受けている方や自立支援医療
（精神通院）を利用している方などに対し、創作的活動・生産活動の提供などを行います。五戸町では、
八戸市と十和田市にある５つのセンターに業務を委託しています。
●窓口　各障害者地域活動支援センター（裏表紙参照）

■ 相談支援
　障害者やその家族などの相談に応じ、自立した日常生活や社会生活を営めるよう援助します。
五戸町では、八戸市と十和田市にある５つの障害者地域活動支援センターに業務を委託してます。
●窓口　各障害者地域活動支援センター（裏表紙参照）

■ コミュニケーション支援
　聴覚などの障害により、他者と意思疎通を図ることが困難な方に対し、手話通訳者または要約筆記
者の派遣を行います。
●対象　聴覚障害、音声・言語機能障害など
●窓口　役場福祉保健課

■ 日中一時支援
　障害者（児）を一時的に預けることにより、日中における活動の場を確保するとともに、家族の
就労を支援します。また、日常的に介護している家族の一時的な休息としても利用できます。
●対象　障害者手帳をお持ちの方
●窓口　役場福祉保健課

■ 職親
　知的障害者の自立更生を図るため、自治体に職親登録している事業経営者個人に一定期間預け、
生活指導および技能習得訓練等を行うことによって、雇用の促進と職場における定着性を高めます。
●対象　青森県障害者相談センターの判定の結果、職親に委託することが適当と認められた知的

障害者
●窓口　役場福祉保健課

■ 就職支度金の支給
　障害者施設に入所・通所し訓練を受けている方が、就職（自営業を含む）により施設を退所する
場合に就職支度金を支給します。
●窓口　役場福祉保健課

しょくおや
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・この冊子の内容は、平成２１年３月時点のものです。掲載されている制度は、変更される

ことがありますので、あらかじめご了承ください。

・五戸町福祉課は平成２１年４月から「福祉保健課」に名称が変わります。冊子内の問合せ

先などは新名称で表記しています。

■ 五戸町役場 〒０３９ － １５１３　五戸町字古舘２１ －１

■ 相　談　窓　口 ■

福 祉 保 健 課
　障害者手帳や各種手当の申請受付、福祉用具
や医療給付、自立支援給付の申請受付および
支給決定などを行います。

　障害基礎年金（国民年金の方）の申請受付を
行います。

住 民 課

０１７８ － ６２ － ２１１１（代表）
０１７８ － ６２ － ６３１７
soudan@town.gonohe.aomori.jp 

TEL
FAX

■ 青森県障害者相談センター 〒０３６ － ８０６５　弘前市大字西城北１丁目３ － ７

０１７２ － ３２ － ８４３７
０１７２ － ３４ － ６１６７
SSODAN@pref.aomori.lg.jp 

TEL

０１７８ － ２５ － ００５５TEL ０１７８ － ２５ － ０２３３FAX

０１７８ － ３０ － １１００TEL ０１７８ － ２５ － １３３３FAX

０１７８ － ７０ － ２０８８TEL

TEL ０１７８ － ４３ － ５７１７FAX

FAX

TEL ０１７２ － ６２ － ５５１４（日・祝・年末年始を除く９：００～１６：００）FAX

TEL ０１７ － ７２２ － ３３４３

０１７６ － ２１ － １１７３TEL ０１７６ － ２１ － １１６３FAX

０１７ － ７２２ － ３４１４FAX

FAX

０１７ － ７６４ － ２９４１（火曜、年末年始を除く１０：００～１７：００） 
０１７ － ７６４ － ２９４２

TEL
FAX

０１７ － ７７７ － ８２０１（平日９：００～１６：００）
０１７ － ７７７ － ８２０２
aoshien6@adagio.ocn.ne.jp 

TEL
FAX

■ 三八地域県民局　地域健康福祉部 〒０３９ － １１０１ 　八戸市大字尻内町字鴨田７

福 祉 総 室
三 戸 地 方（福祉事務所）

　役場窓口での申請を受け、身体障害者手帳・
愛護手帳の交付（※）、各種手当の認定などを
行います。

※手帳の交付事務は、平成２１年４月から青森県
　障害者相談センターに移管します。 

　１８歳未満の児童へ愛護手帳を交付する際の判
定を行います。また、児童についてのさまざま
な相談を受け付けています。 

　役場窓口での申請を受け、精神障害者保健福祉手
帳の交付、自立支援医療（精神通院）の認定を行い
ます。また、育成医療の申請受付、うつ病など精神
保健に関する相談や難病対策なども行っています。 

　市町村窓口で受付した補装具や自立支援医療（更生医療）の申請
が適正かどうかの判定、１８歳以上の方へ愛護手帳を交付する際の
判定などを行っています。平成２１年４月からは、市町村窓口での
申請を受け、身体障害者手帳・愛護手帳の交付も行います。 

障害者のためのなんでも相談窓口です。 

自閉症などの発達障害に関する相談を行っています。 

■ 身体障害者相談員・知的障害者相談員

　民間の協力者を県知事が相談員に委任しています。相談員は、障害者やその家族からの相談に応じ、助言や関係機関
への連絡などを行います。相談員の名簿などは随時、町の広報紙などでお知らせします。 

■ 青森県障害者社会参加推進センター「障害者１１０番」

難病に関する相談を行っています。 

障害者の消費者トラブルに関する相談を行っています。 

■ 青森県難病相談・支援センター

■ 青森県消費生活センター　青森相談室

■ 青森県発達障害者支援センター「ステップ」

■ 障害者地域活動支援センター 

　障害者とその家族、関係者などが利用でき、自立や社会復帰、社会参加などの支援活動やさまざまな相談を行います。
五戸町では、次の５つの事業所に業務を委託しています（順不同）。 

● 清　　　　　里 〒０３９ － ０８１３ 八戸市大字新井田字松山下野場７ － ９

八戸市大字新井田字出口平３２ － ２

八戸市田面木字赤坂３５ － ３５

八戸市小中野８丁目１４ － ２４

十和田市西２３番町５ － ５

〒０３１ － ０８１３

〒０３９ － １１０４

〒０３１ － ０８０２

〒０３４ － ００８９

● ベル・エポック

● 青　　明　　舎

● ハートステーション

● アセンドハウス

こども相談総室
八 戸 児 童（相　談　所）

保 健 総 室
（八戸保健所）

０１７８ － ２７ － ５１１１（代表）
０１７８ － ２７ － ４５０９

０１７８ － ２７ － ２２７１
０１７８ － ２７ － ２６２７

SA － FUKUSHI@pref.aomori.lg.jp 

TEL
FAX

TEL
FAX

０１７８ － ２７ － ５１１１（代表）
０１７８ － ２７ － １５９４

TEL
FAX


